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(57)【要約】
　一の実施形態に係る無線端末（制御部）は、前記所定
セルからの無線信号の受信レベルと前記無線端末の送信
レベルとの少なくとも一方に基づいて、前記第１の制御
、前記第２の制御、及び前記第３の制御のうち、いずれ
かの制御を実行する。前記第１の制御では、前記無線端
末が、所定セルへ送るべき上りリンク情報を前記所定セ
ルへ直接送り、かつ、前記無線端末が受け取るべき下り
リンク情報を前記所定セルから直接受け取る。前記第２
の制御では、前記無線端末が、近傍サービスを利用した
中継を実行するリレー端末を介して、前記上りリンク情
報を前記所定セルへ送り、かつ、前記下りリンク情報を
前記所定セルから直接受け取る。前記第３の制御では、
前記無線端末が、前記リレー端末を介して前記上りリン
ク情報を前記所定セルへ送り、かつ、前記リレー端末を
介して前記下りリンク情報を前記所定セルから受け取る
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線端末であって、
　第１の制御、第２の制御、及び第３の制御のうち、いずれかの制御を実行する制御部を
備え、
　前記第１の制御では、前記無線端末が、所定セルへ送るべき上りリンク情報を前記所定
セルへ直接送り、かつ、前記無線端末が受け取るべき下りリンク情報を前記所定セルから
直接受け取り、
　前記第２の制御では、前記無線端末が、近傍サービスを利用した中継を実行するリレー
端末を介して、前記上りリンク情報を前記所定セルへ送り、かつ、前記下りリンク情報を
前記所定セルから直接受け取り、
　前記第３の制御では、前記無線端末が、前記リレー端末を介して前記上りリンク情報を
前記所定セルへ送り、かつ、前記リレー端末を介して前記下りリンク情報を前記所定セル
から受け取り、
　前記制御部は、前記所定セルからの無線信号の受信レベルと前記無線端末の送信レベル
との少なくとも一方に基づいて、前記第１の制御、前記第２の制御、及び前記第３の制御
のうち、いずれかの制御を実行する無線端末。
【請求項２】
　前記制御部は、前記受信レベルと前記送信レベルとの少なくとも一方により規定される
第２判定基準の情報を前記所定セルから受け取り、
　前記第２判定基準は、前記第２の制御を実行可能なエリアを判定するために用いられる
請求項１に記載の無線端末。
【請求項３】
　前記制御部は、前記第２判定基準を満たし、かつ、前記所定セルのカバレッジエリアを
判定するための第１判定基準を満たさない場合に、前記第２の制御を実行する請求項２に
記載の無線端末。
【請求項４】
　前記制御部は、前記第２判定基準の情報を前記所定セルから受け取っている場合にのみ
、前記第２の制御を実行する請求項２に記載の無線端末。
【請求項５】
　前記制御部は、前記第２の制御を実行する場合に適用される送信電力の情報を前記所定
セルから受け取る請求項１に記載の無線端末。
【請求項６】
　前記制御部は、前記中継に用いられる無線リソースの情報を前記所定セルから直接受け
取った場合に、前記第２の制御を実行する請求項１に記載の無線端末。
【請求項７】
　前記制御部は、前記第２の制御を開始する前に、前記近傍サービスにおけるサイドリン
ク信号を送信し、
　前記サイドリンク信号は、前記無線端末が前記上りリンク情報のみの中継を望むことを
前記リレー端末へ伝えるための情報を含む請求項１に記載の無線端末。
【請求項８】
　前記制御部は、前記第２の制御を開始する前に、前記近傍サービスにおけるサイドリン
ク信号を送信し、
　前記サイドリンク信号は、前記下りリンク情報の送信元になる前記所定セルの識別子を
含む請求項１に記載の無線端末。
【請求項９】
　前記制御部は、前記第２の制御を開始する前に、前記近傍サービスにおけるサイドリン
ク信号を受信し、
　前記サイドリンク信号は、前記サイドリンク信号の送信元である他の無線端末が在圏す
るセルの識別子を含み、
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　前記制御部は、前記セルの識別子が前記所定セルを示す場合に、前記第２の制御が実行
可能であると判定する請求項１に記載の無線端末。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記セルの識別子が前記所定セルを示さない場合、前記第２の制御が実
行不能であると判定する請求項９に記載の無線端末。
【請求項１１】
　前記制御部は、前記セルの識別子が前記所定セルを示さない場合、前記他の無線端末が
在圏する前記セルから前記下りリンク情報を受信するための動作を実行する請求項９に記
載の無線端末。
【請求項１２】
　前記第２の制御が実行される場合、前記リレー端末を介して前記上りリンク情報を前記
所定セルへ送るための第１ベアラと、前記下りリンク情報を前記所定セルから直接受け取
るための第２ベアラとが確立され、
　前記第１ベアラと前記第２ベアラとは異なる請求項１に記載の無線端末。
【請求項１３】
　無線端末であって、
　近傍サービスにおける中継のためのサイドリンク信号を第２の端末から受信する受信部
と、
　前記中継が実行可能か否かを判定する制御部と、を備え、
　前記サイドリンク信号に含まれるセルの識別子が、前記無線端末が在圏する所定セルを
示す場合、前記中継が実行可能であると判定する無線端末。
【請求項１４】
　前記制御部は、前記セルの識別子が前記所定セルを示さない場合、前記中継が実行不能
であると判定する請求項１３に記載の無線端末。
【請求項１５】
　前記制御部は、前記セルの識別子が前記所定セルを示さない場合、前記セルの識別子に
より示される前記セルと接続するための動作を開始する請求項１３に記載の無線端末。
【請求項１６】
　基地局であって、
　第１の制御、第２の制御及び第３の制御のうちいずれかの制御を実行する無線端末に対
して、前記基地局からの無線信号の受信レベルと前記無線端末の送信レベルとの少なくと
も一方により規定される判定基準の情報を前記無線端末へ送る送信部を備え、
　前記第１の制御では、前記基地局が、前記基地局へ送るべき上りリンク情報を前記無線
端末から直接受け取り、かつ、前記無線端末が受け取るべき下りリンク情報を前記無線端
末へ直接送り、
　前記第２の制御では、前記基地局が、近傍サービスを利用した中継を実行するリレー端
末を介して、前記上りリンク情報を前記無線端末から受け取り、かつ、前記下りリンク情
報を前記無線端末へ直接送り、
　前記第３の制御では、前記基地局が、前記リレー端末を介して前記上りリンク情報を前
記無線端末から受け取り、かつ、前記リレー端末を介して前記下りリンク情報を前記無線
端末へ送り、
　前記判定基準は、前記第２の制御を実行可能なエリアを判定するために用いられる基地
局。
【請求項１７】
　無線端末であって、
　第１の制御及び第２の制御のうちいずれかの制御を実行する制御部を備え、
　前記第１の制御では、前記無線端末が、所定セルへ送るべき上りリンク情報を前記所定
セルへ直接送り、かつ、前記無線端末が受け取るべき下りリンク情報を前記所定セルから
直接受け取り、
　前記第２の制御では、前記無線端末が、近傍サービスを利用した中継を実行するリレー
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端末を介して、前記上りリンク情報を前記所定セルへ送り、かつ、前記下りリンク情報を
前記所定セルから直接受け取り、
　前記制御部は、前記第１の制御よりも前記第２の制御を優先的に実行する無線端末。
【請求項１８】
　前記制御部は、前記第２の制御を優先的に実行するための制御情報を前記所定セルから
受信した場合に、前記第２の制御を優先的に実行する請求項１７に記載の無線端末。
【請求項１９】
　前記制御部は、前記無線端末が前記第２の制御を好むことを示す情報を前記所定セルへ
送る請求項１７に記載の無線端末。
【請求項２０】
　基地局であって、
　無線端末が第１の制御よりも第２の制御を優先的に実行するための制御情報を前記無線
端末へ送る送信部を備え、
　前記第１の制御では、前記基地局が、前記基地局へ送るべき上りリンク情報を前記無線
端末から直接受け取り、かつ、前記無線端末が受け取るべき下りリンク情報を前記無線端
末へ直接送り、
　前記第２の制御では、前記基地局が、近傍サービスを利用した中継を実行するリレー端
末を介して、前記上りリンク情報を前記無線端末から受け取り、かつ、前記下りリンク情
報を前記無線端末へ直接送る基地局。
【請求項２１】
　前記無線端末が前記第２の制御を好むことを示す情報を前記無線端末又はネットワーク
装置から受信する受信部をさらに備え、
　前記送信部は、前記情報の受信に応じて、前記制御情報を前記無線端末へ送る請求項２
０に記載の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、通信システムにおいて用いられる無線端末及び基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムの標準化プロジェクトである３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）において、近傍サービス（ＰｒｏＳｅ：
Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ－ｂａｓｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）の仕様策定が進められている（非
特許文献１参照）。
【０００３】
　ＰｒｏＳｅでは、特定の無線端末（ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｒｅｌ
ａｙ）は、他の無線端末（Ｒｅｍｏｔｅ　ＵＥ）とネットワークとの間でトラフィックを
中継することが可能である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ技術仕様書「ＴＳ３６．３００　Ｖ１３．３．０」　２０１６
年４月１日
【発明の概要】
【０００５】
　一の実施形態に係る無線端末は、第１の制御、第２の制御、及び第３の制御のうち、い
ずれかの制御を実行する制御部を備える。前記第１の制御では、前記無線端末が、所定セ
ルへ送るべき上りリンク情報を前記所定セルへ直接送り、かつ、前記無線端末が受け取る
べき下りリンク情報を前記所定セルから直接受け取る。前記第２の制御では、前記無線端
末が、近傍サービスを利用した中継を実行するリレー端末を介して、前記上りリンク情報
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を前記所定セルへ送り、かつ、前記下りリンク情報を前記所定セルから直接受け取る。前
記第３の制御では、前記無線端末が、前記リレー端末を介して前記上りリンク情報を前記
所定セルへ送り、かつ、前記リレー端末を介して前記下りリンク情報を前記所定セルから
受け取る。前記制御部は、前記所定セルからの無線信号の受信レベルと前記無線端末の送
信レベルとの少なくとも一方に基づいて、前記第１の制御、前記第２の制御、及び前記第
３の制御のうち、いずれかの制御を実行する。
【０００６】
　一の実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける中継のためのサイドリンク信号
を第２の端末から受信する受信部と、前記中継が実行可能か否かを判定する制御部と、を
備える。前記サイドリンク信号に含まれるセルの識別子が、前記無線端末が在圏する所定
セルを示す場合、前記中継が実行可能であると判定する。
【０００７】
　一の実施形態に係る基地局は、第１の制御、第２の制御及び第３の制御のうちいずれか
の制御を実行する無線端末に対して、前記基地局からの無線信号の受信レベルと前記無線
端末の送信レベルとの少なくとも一方により規定される判定基準の情報を前記無線端末へ
送る送信部を備える。前記第１の制御では、前記基地局が、前記基地局へ送るべき上りリ
ンク情報を前記無線端末から直接受け取り、かつ、前記無線端末が受け取るべき下りリン
ク情報を前記無線端末へ直接送る。前記第２の制御では、前記基地局が、近傍サービスを
利用した中継を実行するリレー端末を介して、前記上りリンク情報を前記無線端末から受
け取り、かつ、前記下りリンク情報を前記無線端末へ直接送る。前記第３の制御では、前
記基地局が、前記リレー端末を介して前記上りリンク情報を前記無線端末から受け取り、
かつ、前記リレー端末を介して前記下りリンク情報を前記無線端末へ送る。前記判定基準
は、前記第２の制御を実行可能なエリアを判定するために用いられる。
【０００８】
　一の実施形態に係る無線端末は、第１の制御及び第２の制御のうちいずれかの制御を実
行する制御部を備える。前記第１の制御では、前記無線端末が、所定セルへ送るべき上り
リンク情報を前記所定セルへ直接送り、かつ、前記無線端末が受け取るべき下りリンク情
報を前記所定セルから直接受け取る。前記第２の制御では、前記無線端末が、近傍サービ
スを利用した中継を実行するリレー端末を介して、前記上りリンク情報を前記所定セルへ
送り、かつ、前記下りリンク情報を前記所定セルから直接受け取る。前記制御部は、前記
第１の制御よりも前記第２の制御を優先的に実行する。
【０００９】
　一の実施形態に係る基地局は、無線端末が第１の制御よりも第２の制御を優先的に実行
するための制御情報を前記無線端末へ送る送信部を備える。前記第１の制御では、前記基
地局が、前記基地局へ送るべき上りリンク情報を前記無線端末から直接受け取り、かつ、
前記無線端末が受け取るべき下りリンク情報を前記無線端末へ直接送る。前記第２の制御
では、前記基地局が、近傍サービスを利用した中継を実行するリレー端末を介して、前記
上りリンク情報を前記無線端末から受け取り、かつ、前記下りリンク情報を前記無線端末
へ直接送る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、ＬＴＥシステムの構成を示す図である。
【図２】図２は、ＬＴＥシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図
である。
【図３】図３は、ＬＴＥシステムで使用される無線フレームの構成図である。
【図４】図４は、近傍サービスを利用した中継を説明するための図である。
【図５】図５は、ＵＥ１００のブロック図である。
【図６】図６は、ｅＮＢ２００のブロック図である。
【図７】図７は、制御動作（第１の制御）の概要を説明するための図である。
【図８】図８は、制御動作（第２の制御）の概要を説明するための図である。
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【図９】図９は、制御動作（第３の制御）の概要を説明するための図である。
【図１０】図１０は、第１実施形態に係る判定動作を説明するためのシーケンス図である
。
【図１１】図１１は、動作パターン１を説明するためのシーケンス図である。
【図１２】図１２は、動作パターン２を説明するためのシーケンス図である。
【図１３】図１３は、第２実施形態の動作を説明するためのシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　［実施形態の概要］
　一の実施形態に係る無線端末は、第１の制御、第２の制御、及び第３の制御のうち、い
ずれかの制御を実行する制御部を備えてもよい。前記第１の制御では、前記無線端末が、
所定セルへ送るべき上りリンク情報を前記所定セルへ直接送り、かつ、前記無線端末が受
け取るべき下りリンク情報を前記所定セルから直接受け取ってもよい。前記第２の制御で
は、前記無線端末が、近傍サービスを利用した中継を実行するリレー端末を介して、前記
上りリンク情報を前記所定セルへ送り、かつ、前記下りリンク情報を前記所定セルから直
接受け取ってもよい。前記第３の制御では、前記無線端末が、前記リレー端末を介して前
記上りリンク情報を前記所定セルへ送り、かつ、前記リレー端末を介して前記下りリンク
情報を前記所定セルから受け取ってもよい。前記制御部は、前記所定セルからの無線信号
の受信レベルと前記無線端末の送信レベルとの少なくとも一方に基づいて、前記第１の制
御、前記第２の制御、及び前記第３の制御のうち、いずれかの制御を実行してもよい。
【００１２】
　前記制御部は、前記受信レベルと前記送信レベルとの少なくとも一方により規定される
第２判定基準の情報を前記所定セルから受け取ってもよい。前記第２判定基準は、前記第
２の制御を実行可能なエリアを判定するために用いられてよい。
【００１３】
　前記制御部は、前記第２判定基準を満たし、かつ、前記所定セルのカバレッジエリアを
判定するための第１判定基準を満たさない場合に、前記第２の制御を実行してもよい。
【００１４】
　前記制御部は、前記第２判定基準の情報を前記所定セルから受け取っている場合にのみ
、前記第２の制御を実行してもよい。
【００１５】
　前記制御部は、前記第２の制御を実行する場合に適用される送信電力の情報を前記所定
セルから受け取ってもよい。
【００１６】
　前記制御部は、前記中継に用いられる無線リソースの情報を前記所定セルから直接受け
取った場合に、前記第２の制御を実行してもよい。
【００１７】
　前記制御部は、前記第２の制御を開始する前に、前記近傍サービスにおけるサイドリン
ク信号を送信してもよい。前記サイドリンク信号は、前記無線端末が前記上りリンク情報
のみの中継を望むことを前記リレー端末へ伝えるための情報を含んでもよい。
【００１８】
　前記制御部は、前記第２の制御を開始する前に、前記近傍サービスにおけるサイドリン
ク信号を送信してもよい。前記サイドリンク信号は、前記下りリンク情報の送信元になる
前記所定セルの識別子を含んでもよい。
【００１９】
　前記制御部は、前記第２の制御を開始する前に、前記近傍サービスにおけるサイドリン
ク信号を受信してもよい。前記サイドリンク信号は、前記サイドリンク信号の送信元であ
る他の無線端末が在圏するセルの識別子を含んでもよい。前記制御部は、前記セルの識別
子が前記所定セルを示す場合に、前記第２の制御が実行可能であると判定してもよい。
【００２０】
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　前記制御部は、前記セルの識別子が前記所定セルを示さない場合、前記第２の制御が実
行不能であると判定してもよい。
【００２１】
　前記制御部は、前記セルの識別子が前記所定セルを示さない場合、前記他の無線端末が
在圏する前記セルから前記下りリンク情報を受信するための動作を実行してもよい。
【００２２】
　前記第２の制御が実行される場合、前記リレー端末を介して前記上りリンク情報を前記
所定セルへ送るための第１ベアラと、前記下りリンク情報を前記所定セルから直接受け取
るための第２ベアラとが確立されてもよい。前記第１ベアラと前記第２ベアラとは異なっ
てもよい。
【００２３】
　一の実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける中継のためのサイドリンク信号
を第２の端末から受信する受信部と、前記中継が実行可能か否かを判定する制御部と、を
備えてもよい。前記サイドリンク信号に含まれるセルの識別子が、前記無線端末が在圏す
る所定セルを示す場合、前記中継が実行可能であると判定してもよい。
【００２４】
　前記制御部は、前記セルの識別子が前記所定セルを示さない場合、前記中継が実行不能
であると判定してもよい。
【００２５】
　前記制御部は、前記セルの識別子が前記所定セルを示さない場合、前記セルの識別子に
より示される前記セルと接続するための動作を開始してもよい。
【００２６】
　一の実施形態に係る基地局は、第１の制御、第２の制御及び第３の制御のうちいずれか
の制御を実行する無線端末に対して、前記基地局からの無線信号の受信レベルと前記無線
端末の送信レベルとの少なくとも一方により規定される判定基準の情報を前記無線端末へ
送る送信部を備えてもよい。前記第１の制御では、前記基地局が、前記基地局へ送るべき
上りリンク情報を前記無線端末から直接受け取り、かつ、前記無線端末が受け取るべき下
りリンク情報を前記無線端末へ直接送ってもよい。前記第２の制御では、前記基地局が、
近傍サービスを利用した中継を実行するリレー端末を介して、前記上りリンク情報を前記
無線端末から受け取り、かつ、前記下りリンク情報を前記無線端末へ直接送ってもよい。
前記第３の制御では、前記基地局が、前記リレー端末を介して前記上りリンク情報を前記
無線端末から受け取り、かつ、前記リレー端末を介して前記下りリンク情報を前記無線端
末へ送ってもよい。前記判定基準は、前記第２の制御を実行可能なエリアを判定するため
に用いられてもよい。
【００２７】
　一の実施形態に係る無線端末は、第１の制御及び第２の制御のうちいずれかの制御を実
行する制御部を備えてもよい。前記第１の制御では、前記無線端末が、所定セルへ送るべ
き上りリンク情報を前記所定セルへ直接送り、かつ、前記無線端末が受け取るべき下りリ
ンク情報を前記所定セルから直接受け取ってもよい。前記第２の制御では、前記無線端末
が、近傍サービスを利用した中継を実行するリレー端末を介して、前記上りリンク情報を
前記所定セルへ送り、かつ、前記下りリンク情報を前記所定セルから直接受け取ってもよ
い。前記制御部は、前記第１の制御よりも前記第２の制御を優先的に実行してもよい。
【００２８】
　前記制御部は、前記第２の制御を優先的に実行するための制御情報を前記所定セルから
受信した場合に、前記第２の制御を優先的に実行してもよい。
【００２９】
　前記制御部は、前記無線端末が前記第２の制御を好むことを示す情報を前記所定セルへ
送ってもよい。
【００３０】
　一の実施形態に係る基地局は、無線端末が第１の制御よりも第２の制御を優先的に実行
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するための制御情報を前記無線端末へ送る送信部を備えてもよい。前記第１の制御では、
前記基地局が、前記基地局へ送るべき上りリンク情報を前記無線端末から直接受け取り、
かつ、前記無線端末が受け取るべき下りリンク情報を前記無線端末へ直接送ってもよい。
前記第２の制御では、前記基地局が、近傍サービスを利用した中継を実行するリレー端末
を介して、前記上りリンク情報を前記無線端末から受け取り、かつ、前記下りリンク情報
を前記無線端末へ直接送ってもよい。
【００３１】
　前記基地局は、前記無線端末が前記第２の制御を好むことを示す情報を前記無線端末又
はネットワーク装置から受信する受信部をさらに備えてもよい。前記送信部は、前記情報
の受信に応じて、前記制御情報を前記無線端末へ送ってもよい。
【００３２】
　［第１実施形態］
　（移動通信システム）
　実施形態に係る移動通信システムであるＬＴＥシステムについて説明する。図１は、Ｌ
ＴＥシステムの構成を示す図である。
【００３３】
　図１に示すように、ＬＴＥシステムは、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）１００
、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒ
ａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）１０、及びＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃ
ｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）２０を備える。
【００３４】
　ＵＥ１００は、通信装置（無線端末）に相当する。ＵＥ１００は、移動型の通信装置で
ある。ＵＥ１００は、セル（後述するｅＮＢ２００）と無線通信を行う。ＵＥ１００の構
成については後述する。
【００３５】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、無線アクセスネットワークに相当する。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は
、ｅＮＢ２００（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ）を含む。ｅＮＢ２００は、基地局に相
当する。ｅＮＢ２００は、Ｘ２インターフェイスを介して相互に接続される。ｅＮＢ２０
０の構成については後述する。
【００３６】
　ｅＮＢ２００は、１又は複数のセルを管理する。ｅＮＢ２００は、ｅＮＢ２００が管理
するセルとの接続を確立したＵＥ１００との無線通信を行う。ｅＮＢ２００は、無線リソ
ース管理（ＲＲＭ）機能、ユーザデータ（以下、「データ」と称することがある）のルー
ティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「
セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される。「セル」は、ＵＥ１
００との無線通信を行う機能を示す用語としても使用されてもよい。
【００３７】
　ＥＰＣ２０は、コアネットワークに相当する。ＥＰＣ２０は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０と共
にネットワークを構成してもよい。ＥＰＣ２０は、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａ
ｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）３００、及びＳＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ）
４００を含む。
【００３８】
　ＭＭＥ３００は、例えば、ＵＥ１００に対する各種モビリティ制御を行う。ＳＧＷ４０
０は、例えば、データの転送制御を行う。ＭＭＥ３００及びＳＧＷ４００は、Ｓ１インタ
ーフェイスを介してｅＮＢ２００と接続される。
【００３９】
　図２は、ＬＴＥシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である
。図２に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、ＯＳＩ参照モデルの第１層乃
至第３層に区分されている。第１層は、物理（ＰＨＹ）層である。第２層は、ＭＡＣ（Ｍ
ｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏ
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ｎｔｒｏｌ）層、及びＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ）層を含む。第３層は、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ）層を含む。
【００４０】
　物理層は、符号化・復号化、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリ
ソースマッピング・デマッピングを行う。ＵＥ１００の物理層とｅＮＢ２００の物理層と
の間では、物理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
【００４１】
　ＭＡＣ層は、データの優先制御、ハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）による再送処理、及
びランダムアクセス手順等を行う。ＵＥ１００のＭＡＣ層とｅＮＢ２００のＭＡＣ層との
間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。ｅＮＢ２０
０のＭＡＣ層は、スケジューラ（ＭＡＣ　スケジューラ）を含む。スケジューラは、上下
リンクのトランスポートフォーマット（トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方
式（ＭＣＳ））及びＵＥ１００への割当リソースブロックを決定する。
【００４２】
　ＲＬＣ層は、ＭＡＣ層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のＲＬＣ層に伝送す
る。ＵＥ１００のＲＬＣ層とｅＮＢ２００のＲＬＣ層との間では、論理チャネルを介して
データ及び制御信号が伝送される。
【００４３】
　ＰＤＣＰ層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
【００４４】
　ＲＲＣ層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。ＵＥ１００のＲＲＣ
層とｅＮＢ２００のＲＲＣ層との間では、各種設定のためのメッセージ（ＲＲＣメッセー
ジ）が伝送される。ＲＲＣ層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャ
ネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。ＵＥ１００のＲＲＣとｅ
ＮＢ２００のＲＲＣとの間にＲＲＣ接続がある場合、ＵＥ１００は、ＲＲＣコネクティッ
ド状態である。ＵＥ１００のＲＲＣとｅＮＢ２００のＲＲＣとの間にＲＲＣ接続がない場
合、ＵＥ１００は、ＲＲＣアイドル状態である。
【００４５】
　ＲＲＣ層の上位に位置するＮＡＳ（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）層は、例
えば、セッション管理及びモビリティ管理を行う。
【００４６】
　図３は、ＬＴＥシステムで使用される無線フレームの構成図である。ＬＴＥシステムに
おいて、下りリンクにはＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉ
ｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）が適用される。上りリンクにはＳＣ－
ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）が適用される。
【００４７】
　図３に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ１０個のサブフレームで構成され
る。各サブフレームは、時間方向に並ぶ２個のスロットで構成される。各サブフレームの
長さは１ｍｓである。各スロットの長さは０．５ｍｓである。各サブフレームは、周波数
方向に複数のリソースブロック（ＲＢ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）を含む。各サブ
フレームは、時間方向に複数のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数方向に複
数のサブキャリアを含む。１つのシンボル及び１つのサブキャリアにより、１つのリソー
スエレメント（ＲＥ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）が構成される。ＵＥ１００に
は、無線リソース（時間・周波数リソース）が割り当てられる。周波数方向において、無
線リソース（周波数リソース）は、リソースブロックにより構成される。時間方向におい
て、無線リソース（時間リソース）は、サブフレーム（又はスロット）により構成される
。
【００４８】
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　下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、下りリンク制御信号
を伝送するための物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗ
ｎｌｉｎｋ．　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）として使用可能な領域である。各サブ
フレームの残りの部分は、下りリンクデータを伝送するための物理下りリンク共有チャネ
ル（ＰＤＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ
）として使用可能な領域である。
【００４９】
　上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、上りリンク制御
信号を伝送するための物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕ
ｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）として使用可能な領域である。各サブフ
レームにおける残りの部分は、上りリンクデータを伝送するための物理上りリンク共有チ
ャネル（ＰＵＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ
）として使用可能な領域である。
【００５０】
　（近傍サービス）
　近傍サービス（ＰｒｏＳｅ：Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ－ｂａｓｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）に
ついて説明する。近傍サービスは、互いに近傍にある通信装置（例えば、ＵＥ１００）に
基づいて３ＧＰＰシステムにより提供され得るサービスである。
【００５１】
　ＰｒｏＳｅでは、ｅＮＢ２００を経由せずにノード間（例えば、ＵＥ間）で直接的な無
線リンクを介して各種の無線信号が送受信される。ＰｒｏＳｅにおける直接的な無線リン
クは、「サイドリンク（Ｓｉｄｅｌｉｎｋ）」と称される。
【００５２】
　サイドリンクは、サイドリンク通信及びサイドリンクディスカバリのためのインターフ
ェイス（例えば、ＵＥとＵＥとの間のインターフェイス）であってもよい。サイドリンク
通信は、ＰｒｏＳｅ直接通信（以下、「直接通信」と適宜称する）を可能にする機能（Ａ
Ｓ　ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｉｔｙ）である。サイドリンクティスカバリは、ＰｒｏＳｅ直
接ディスカバリ（以下、「直接ディスカバリ」と適宜称する）を可能にする機能（ＡＳ　
ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｉｔｙ）である。
【００５３】
　サイドリンクは、ＰＣ５インターフェイスに対応する。ＰＣ５は、ＰｒｏＳｅ直接ディ
スカバリ、ＰｒｏＳｅ直接通信及びＰｒｏＳｅ　ＵＥ・ネットワーク中継のための制御プ
レーン及びユーザプレーンのために用いられるＰｒｏＳｅ使用可能なＵＥ（ＰｒｏＳｅ－
ｅｎａｂｌｅｄ　ＵＥ）間の参照ポイントである。
【００５４】
　ＰｒｏＳｅは、「直接ディスカバリ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ）」及び「直
接通信（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）」及び「Ｒｅｌａｙ」のモードが
規定されている。「Ｒｅｌａｙ」については後述する。
【００５５】
　直接ディスカバリは、特定の宛先を指定しないディスカバリメッセージ（ディスカバリ
信号）をＵＥ間で直接的に伝送することにより、相手先を探索するモードである。直接デ
ィスカバリは、ＰＣ５を介してＥ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔ
ｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）における直接無線信号を用いて、Ｕ
Ｅの近傍における他のＵＥを発見するための手順である。或いは、直接ディスカバリは、
Ｅ－ＵＴＲＡ技術で２つのＵＥ１００の能力のみを用いて、近傍サービスを実行可能な他
のＵＥ１００を発見するために近傍サービスを実行可能なＵＥ１００によって採用される
手順である。直接ディスカバリは、ＵＥ１００がＥ－ＵＴＲＡＮ（ｅＮＢ２００（セル）
）によってサービスが提供される場合にのみ、サポートされる。ＵＥ１００は、セル（ｅ
ＮＢ２００）に接続又はセルに在圏している場合、Ｅ－ＵＴＲＡＮによってサービスが提
供され得る。
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【００５６】
　ディスカバリメッセージ（ディスカバリ信号）の送信（アナウンスメント）のためのリ
ソース割り当てタイプには、「タイプ１」と「タイプ２（タイプ２Ｂ）」とがある。「タ
イプ１」では、ＵＥ１００が無線リソースを選択する。タイプ１では、ＵＥ１００は、ｅ
ＮＢ２００から提供されたリソースプールの中から無線リソースを選択してもよい。「タ
イプ２（タイプ２Ｂ）」では、ｅＮＢ２００が無線リソースを割り当てる。
【００５７】
　「Ｓｉｄｅｌｉｎｋ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ」プロトコルスタックは、物
理（ＰＨＹ）層、ＭＡＣ層、及びＰｒｏＳｅプロトコルを含む。ＵＥ（Ａ）の物理層とＵ
Ｅ（Ｂ）の物理層との間では、物理サイドリンクディスカバリチャネル（ＰＳＤＣＨ）と
称される物理チャネルを介してディスカバリ信号が伝送される。ＵＥ（Ａ）のＭＡＣ層と
ＵＥ（Ｂ）のＭＡＣ層との間では、サイドリンクディスカバリチャネル（ＳＬ－ＤＣＨ）
と称されるトランスポートチャネルを介してディスカバリ信号が伝送される。
【００５８】
　直接通信は、特定の宛先（宛先グループ）を指定してデータをＵＥ間で直接的に伝送す
るモードである。直接通信は、いずれのネットワークノードを通過しない経路を介してＥ
－ＵＴＲＡ技術を用いたユーザプレーン伝送による、近傍サービスを実行可能である２以
上のＵＥ間の通信である。
【００５９】
　直接通信のリソース割り当てタイプには、「モード１」と「モード２」とがある。「モ
ード１」では、直接通信の無線リソースをｅＮＢ２００が指定する。「モード２」では、
直接通信の無線リソースをＵＥ１００が選択する。モード２では、ＵＥ１００は、ｅＮＢ
２００から提供されたリソースプールの中から無線リソースを選択してもよい。
【００６０】
　直接通信プロトコルスタックは、物理（ＰＨＹ）層、ＭＡＣ層、ＲＬＣ層、及びＰＤＣ
Ｐ層を含む。ＵＥ（Ａ）の物理層とＵＥ（Ｂ）の物理層との間では、物理サイドリンク制
御チャネル（ＰＳＣＣＨ）を介して制御信号が伝送され、物理サイドリンク共有チャネル
（ＰＳＳＣＨ）を介してデータが伝送される。物理サイドリンクブロードキャストチャネ
ル（ＰＳＢＣＨ）を介して同期信号等が伝送されてもよい。ＵＥ（Ａ）のＭＡＣ層とＵＥ
（Ｂ）のＭＡＣ層との間では、サイドリンク共有チャネル（ＳＬ－ＳＣＨ）と称されるト
ランスポートチャネルを介してデータが伝送される。ＵＥ（Ａ）のＲＬＣ層とＵＥ（Ｂ）
のＲＬＣ層との間では、サイドリンクトラフィックチャネル（ＳＴＣＨ）と称される論理
チャネルを介してデータが伝送される。
【００６１】
　（近傍サービスを利用した中継）
　近傍サービスを利用した中継（ＰｒｏＳｅ中継）について、図４を用いて説明する。図
４は、実施形態に係る近傍サービスを利用した中継を説明するための図である。
【００６２】
　図４において、リモートＵＥ（Ｒｅｍｏｔｅ　ＵＥ）は、リレーＵＥ（ＰｒｏＳｅ　Ｕ
Ｅ－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｒｅｌａｙ）を介してＰＤＮ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）と通信を行うＵＥ１００である。リモートＵＥは、公衆安全（Ｐｕｂｌｉ
ｃ　Ｓａｆｅｔｙ）のためのＵＥ（ＰｒｏＳｅ－ｅｎａｂｌｅｄ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓａｆ
ｅｔｙ　ＵＥ）であってもよい。
【００６３】
　「ＰｒｏＳｅ－ｅｎａｂｌｅｄ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓａｆｅｔｙ　ＵＥ」は、ＨＰＬＭＮ
（Ｈｏｍｅ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）が公衆安全のた
めの使用を認証するように構成されている。「ＰｒｏＳｅ－ｅｎａｂｌｅｄ　Ｐｕｂｌｉ
ｃ　Ｓａｆｅｔｙ　ＵＥ」は、近傍サービスを利用可能であり、近傍サービスにおける手
順及び公衆安全のための特定の能力をサポートしている。例えば、「ＰｒｏＳｅ－ｅｎａ
ｂｌｅｄ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓａｆｅｔｙ　ＵＥ」は、公衆安全のための情報を近傍サービ
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スにより送信する。公衆安全のための情報とは、例えば、災害（地震・火災など）に関す
る情報、消防関係者又は警察関係者に用いられる情報などである。
【００６４】
　リモートＵＥは、ネットワーク圏外（Ｏｕｔ－ｏｆ－Ｎｅｔｗｏｒｋ）に位置するＵＥ
であってもよい。すなわち、リモートＵＥは、セルのカバレッジ外に位置してもよい。リ
モートＵＥは、セルのカバレッジ内に位置する場合も有り得る。従って、リモートＵＥは
、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０によって直接サービスが提供されないＵＥ１００（Ｅ－ＵＴＲＡＮ
１０によってサーブ（ｓｅｒｖｅ）されないＵＥ１００）であってもよい。リモートＵＥ
は、後述するように、リレーＵＥからＰｒｏＳｅ中継サービスを提供される。ＰｒｏＳｅ
中継サービスが提供されるリモートＵＥとＰｒｏＳｅ中継サービスを提供するリレーＵＥ
との間で中継が実行される。
【００６５】
　リレーＵＥ（ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ｔｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｒｅｌａｙ）は、リモートＵ
Ｅのための「ユニキャスト」サービスの接続性をサポートするための機能を提供する。従
って、リレーＵＥは、ＰｒｏＳｅ中継サービスをリモートＵＥのために提供する。リレー
ＵＥは、リモートＵＥとネットワークとの間でデータ（ユニキャストトラフィック）を中
継できる。リレーＵＥは、近傍サービス（直接通信）によりリモートＵＥのデータ（トラ
フィック）を中継できる。具体的には、リレーＵＥは、ＰＣ５インターフェイスを介して
リモートＵＥから受信したデータ（上りトラフィック）を、Ｕｕインターフェイス（ＬＴ
Ｅ－Ｕｕ）又はＵｎインターフェイス（ＬＴＥ－Ｕｎ）を介してｅＮＢ２００に中継でき
る。リレーＵＥは、Ｕｕインターフェイス又はＵｎインターフェイスを介してｅＮＢ２０
０から受信したデータ（下りトラフィック）をＰＣ５インターフェイスを介してリモート
ＵＥへ中継できる。リレーＵＥは、ネットワーク内（セルのカバレッジ内）にのみ位置し
てもよい。
【００６６】
　リレーＵＥは、公衆安全のための通信に関係する任意のタイプのトラフィックを中継で
きる包括的な機能を提供することができる。
【００６７】
　リレーＵＥとリモートＵＥとは、物理層間でデータ及び制御信号を伝送できる。同様に
、リレーＵＥとリモートＵＥとは、ＭＡＣ層間、ＲＬＣ層間及びＰＤＣＰ層間でデータ及
び制御信号を伝送できる。リレーＵＥは、ＰＤＣＰ層の上位層としてＩＰリレー（ＩＰ－
Ｒｅｌａｙ）層を有してもよい。リモートＵＥは、ＰＤＣＰ層の上位層としてＩＰ層を有
してもよい。リレーＵＥとリモートＵＥとは、ＩＰリレー層とＩＰ層との間でデータ及び
制御信号を伝送できる。リレーＵＥは、ＩＰリレー層とＰＧＷのＩＰ層との間でデータを
伝送できる。ＰＧＷ（Ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｇａｔｅｗａｙ）は、
外部ネットワークから（及び外部ネットワークに）ユーザデータを中継する制御を行う。
【００６８】
　リレーＵＥは、ＡＳ層（Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）において、ブロードキャスト
を用いてリモートＵＥにデータ（トラフィック）を送信できる。リレーＵＥは、ＡＳ層に
おいて、ユニキャストを用いてリモートＵＥにデータを送信してもよい。ＰｒｏＳｅ中継
サービスがブロードキャストを用いて実行されている場合、リレーＵＥとリモートＵＥと
の間において、ＡＳ層におけるフィードバックを行わずに、ＮＡＳ層（Ｎｏｎ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）におけるフィードバックが行われてもよい。ＵＥ・ネットワーク
中継がユニキャストを用いて実行されている場合、ＡＳ層におけるフィードバックが行わ
れてもよい。
【００６９】
　（無線端末）
　実施形態に係るＵＥ１００（無線端末）について説明する。図５は、ＵＥ１００のブロ
ック図である。図５に示すように、ＵＥ１００は、レシーバ（Ｒｅｃｅｉｖｅｒ：受信部
）１１０、トランスミッタ（Ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｒ：送信部）１２０、及びコントロー
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ラ（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：制御部）１３０を備える。レシーバ１１０とトランスミッタ
１２０とは、一体化されたトランシーバ（送受信部）であってもよい。
【００７０】
　レシーバ１１０は、コントローラ１３０の制御下で各種の受信を行う。レシーバ１１０
は、アンテナを含む。レシーバ１１０は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信
号（受信信号）に変換する。レシーバ１１０は、ベースバンド信号をコントローラ１３０
に出力する。
【００７１】
　トランスミッタ１２０は、コントローラ１３０の制御下で各種の送信を行う。トランス
ミッタ１２０は、アンテナを含む。トランスミッタ１２０は、コントローラ１３０が出力
するベースバンド信号（送信信号）を無線信号に変換する。トランスミッタ１３０は、無
線信号をアンテナから送信する。
【００７２】
　コントローラ１３０は、ＵＥ１００における各種の制御を行う。コントローラ１３０は
、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及
びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロ
セッサとＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）とを含む。ベース
バンドプロセッサは、例えば、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号化を行う
。ＣＰＵは、メモリに記憶されるプログラムを実行することにより、各種の処理を行う。
プロセッサは、音声・映像信号の符号化・復号化を行うコーデックを含んでもよい。プロ
セッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
【００７３】
　ＵＥ１００は、ＧＮＳＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ
　Ｓｙｓｔｅｍ）受信機を備えていてもよい。ＧＮＳＳ受信機は、ＵＥ１００の地理的な
位置を示す位置情報を得るために、ＧＮＳＳ信号を受信できる。ＧＮＳＳ受信機は、ＧＮ
ＳＳ信号をコントローラ１３０に出力する。ＵＥ１００は、ＵＥ１００の位置情報を取得
するためのＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）機能を有し
ていてもよい。
【００７４】
　本明細書では、ＵＥ１００が備えるレシーバ１１０、トランスミッタ１２０及びコント
ローラ１３０の少なくともいずれかが実行する処理を、便宜上、ＵＥ１００が実行する処
理（動作）として説明する。
【００７５】
　（基地局）
　実施形態に係るｅＮＢ２００（基地局）について説明する。図６は、ｅＮＢ２００のブ
ロック図である。図６に示すように、ｅＮＢ２００は、レシーバ（受信部）２１０、トラ
ンスミッタ（送信部）２２０、コントローラ（制御部）２３０、及びネットワークインタ
ーフェイス２４０を備える。レシーバ２１０とトランスミッタ２２０は、一体化されたト
ランシーバ（送受信部）であってもよい。
【００７６】
　レシーバ２１０は、コントローラ２３０の制御下で各種の受信を行う。レシーバ２１０
は、アンテナを含む。レシーバ２１０は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信
号（受信信号）に変換する。レシーバ２１０は、ベースバンド信号をコントローラ２３０
に出力する。
【００７７】
　トランスミッタ２２０は、コントローラ２３０の制御下で各種の送信を行う。トランス
ミッタ２２０は、アンテナを含む。トランスミッタ２２０は、コントローラ２３０が出力
するベースバンド信号（送信信号）を無線信号に変換する。トランスミッタ２２０は、無
線信号をアンテナから送信する。
【００７８】
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　コントローラ２３０は、ｅＮＢ２００における各種の制御を行う。コントローラ２３０
は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、
及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプ
ロセッサとＣＰＵとを含む。ベースバンドプロセッサは、例えば、ベースバンド信号の変
調・復調及び符号化・復号化等を行う。ＣＰＵは、メモリに記憶されるプログラムを実行
することにより各種の処理を行う。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種
の通信プロトコルを実行する。
【００７９】
　ネットワークインターフェイス２４０は、Ｘ２インターフェイスを介して隣接ｅＮＢ２
００と接続される。ネットワークインターフェイス２４０は、Ｓ１インターフェイスを介
してＭＭＥ３００及びＳＧＷ４００と接続される。ネットワークインターフェイス２４０
は、例えば、Ｘ２インターフェイス上で行う通信及びＳ１インターフェイス上で行う通信
に使用される。
【００８０】
　本明細書では、ｅＮＢ２００が備えるトランスミッタ２１０、レシーバ２２０、コント
ローラ２３０、及びネットワークインターフェイス２４０の少なくともいずれかが実行す
る処理を、便宜上、ｅＮＢ２００が実行する処理（動作）として説明する。
【００８１】
　［第１実施形態］
　（１）制御動作の概要
　制御動作の概要について、図７から図９を用いて説明する。図７から図９は、制御動作
の概要を説明するための図である。
【００８２】
　（Ａ）第１の制御
　図７に示すように、第１の制御では、上りリンク及び下りリンクにおいて、セルラ通信
が実行される。
【００８３】
　具体的には、第１の制御では、ＵＥ１００Ａは、セル（ｅＮＢ２００）へ送るべき上り
リンク情報をセル（ｅＮＢ２００）へ直接送る。すなわち、第１の制御では、ｅＮＢ２０
０は、上りリンク情報をＵＥ１００Ａから直接受け取る。従って、ＵＥ１００Ａは、上り
リンク送信を実行する。ｅＮＢ２００は、上りリンク受信を実行する。
【００８４】
　上りリンク情報は、ｅＮＢ２００からＵＥ１００Ａへの制御情報及び／又はユーザデー
タである。制御情報は、ＰＵＣＣＨを介して搬送される。ユーザデータは、ＰＵＳＣＨを
介して搬送される。
【００８５】
　第１の制御では、ＵＥ１００Ａは、ＵＥ１００Ａが受け取るべき下りリンク情報をセル
（ｅＮＢ２００）から直接受け取る。すなわち、第１の制御では、ｅＮＢ２００は、下り
リンク情報をＵＥ１００Ａへ直接送る。従って、ＵＥ１００Ａは、下りリンク受信を実行
する。ｅＮＢ２００は、下りリンク送信を実行する。
【００８６】
　下りリンク情報は、ＵＥ１００ＡからｅＮＢ２００への制御情報及び／又はユーザデー
タである。制御情報は、ＰＤＣＣＨを介して搬送される。ユーザデータは、ＰＤＳＣＨを
介して搬送される。
【００８７】
　（Ｂ）第２の制御
　図８に示すように、第２の制御では、上りリンクにおいて近傍サービスを利用した中継
（ＰｒｏＳｅ中継）が実行され、下りリンクにおいてセルラ通信が実行される。
【００８８】
　具体的には、第２の制御では、ＵＥ１００Ｂは、ＵＥ１００Ａを介して上りリンク情報
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をセルへ送る。すなわち、第２の制御では、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００Ａを介して、上
りリンク情報をＵＥ１００Ｂから受け取る。具体的には、ＵＥ１００Ｂは、上りリンク情
報をＵＥ１００Ａへ送る。従って、ＵＥ１００Ｂは、サイドリンク送信を実行する。ＵＥ
１００Ａは、サイドリンク受信を実行する。ＵＥ１００Ａは、ＵＥ１００Ｂから受け取っ
た上りリンク情報をｅＮＢ２００へ直接送る。従って、ＵＥ１００Ａは、上りリンク送信
を実行する。ｅＮＢ２００は、上りリンク受信を実行する。ＵＥ１００Ａは、リレーＵＥ
（ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｒｅｌａｙ）である。
【００８９】
　上りリンク情報は、ＵＥ１００ＡとｅＮＢ２００との間では、上述の第１の制御と同様
に搬送される。一方、ＵＥ１００ＡとＵＥ１００Ｂとの間では、上りリンク情報のうち制
御情報は、ＰＳＣＣＨを介して搬送されてもよい。制御情報は、ＰＳＳＣＨを介して搬送
されてもよい。上りリンク情報のうちユーザデータは、ＰＳＳＣＨを介して搬送されても
よい。
【００９０】
　第２の制御では、ＵＥ１００Ｂは、下りリンク情報をセル（ｅＮＢ２００）から直接受
け取る。すなわち、第２の制御では、ｅＮＢ２００は、下りリンク情報をＵＥ１００Ｂへ
直接送る。下りリンク情報の受信（送信）は、第１の制御と同様に実行される。
【００９１】
　下りリンク情報は、上述の第１の制御と同様に搬送される。
【００９２】
　第２の制御では、ＵＥ１００Ｂは、第２の制御を実行する場合に適用される送信電力の
情報に基づいて、上りリンク情報を送信してもよい。送信電力の情報は、第２の制御にお
ける送信電力値が、第１の制御における送信電力値よりも低い値となるパラメータであっ
てもよい。送信電力の情報は、第２の制御における送信電力値は、第３の制御における送
信電力値よりも低い値となるパラメータであってもよい。
【００９３】
　ｅＮＢ２００は、送信電力の情報をＵＥ１００Ｂへ送ることができる。ＵＥ１００Ｂは
、送信電力の情報をｅＮＢ２００（セル）から受け取ることができる。送信電力の情報は
、後述する判定基準の情報に含まれていてもよい。
【００９４】
　（Ｃ）第３の制御
　図９に示すように、第３の制御では、上りリンク及び下りリンクにおいて、ＰｒｏＳｅ
中継が実行される。
【００９５】
　具体的には、第３の制御では、ＵＥ１００Ｃは、ＵＥ１００Ａを介して上りリンク情報
をセルへ送る。すなわち、第３の制御では、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００Ａを介して、上
りリンク情報をＵＥ１００Ｃから受け取る。上りリンク情報の送信（受信）は、第２の制
御と同様に実行される。
【００９６】
　第３の制御では、ＵＥ１００Ｃは、ＵＥ１００Ａを介して下りリンク情報をセルから受
け取る。すなわち、第３の制御では、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００Ａを介して、下りリン
ク情報をＵＥ１００Ｃへ送る。具体的には、ｅＮＢ２００は、下りリンク情報をＵＥ１０
０Ａへ送る。従って、ｅＮＢ２００は、下りリンク送信を実行する。ＵＥ１００Ａは、下
りリンク受信を実行する。ＵＥ１００Ａは、ｅＮＢ２００から受け取った下りリンク情報
をＵＥ１００Ｃへ送る。従って、ＵＥ１００Ａは、サイドリンク送信を実行する。ＵＥ１
００Ｃは、サイドリンク受信を実行する。
【００９７】
　下りリンク情報は、ＵＥ１００ＡとｅＮＢ２００との間では、上述の第１の制御と同様
に搬送される。一方、ＵＥ１００ＡとＵＥ１００Ｃとの間では、下りリンク情報のうち制
御情報は、ＰＳＣＣＨを介して搬送されてもよい。制御情報は、ＰＳＳＣＨを介して搬送
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されてもよい。下りリンク情報のうちユーザデータは、ＰＳＳＣＨを介して搬送されても
よい。
【００９８】
　（２）判定動作
　判定動作について図１０を用いて説明する。図１０は、第１実施形態に係る判定動作を
説明するためのシーケンス図である。
【００９９】
　第１実施形態では、ＵＥ１００は、セル（ｅＮＢ２００）からの無線信号の受信レベル
とＵＥ１００の送信レベルとの少なくとも一方に基づいて、第１の制御、第２の制御及び
第３の制御のうち、いずれかの制御を実行する。
【０１００】
　受信レベルは、セル（ｅＮＢ２００）からの無線信号についてＵＥ１００が測定した測
定結果（測定値）に基づく。受信レベルは、測定値により算出された値（例えば、後述す
る「ＲＳ－ＳＩＮＲ」）であってもよい。
【０１０１】
　送信レベルは、例えば、ＵＥ１００に設定されたパラメータに基づいて規定される最大
電力（値）であってもよい。例えば、送信レベルは、ＵＥ電力クラスに基づく最大ＲＦ出
力電力であってもよい。送信レベルは、ＵＥ１００に設定されたパラメータに基づいて規
定される最小電力（値）であってもよい。送信レベルは、ＵＥ１００に設定されたパラメ
ータに基づいて算出された実際に送信すべき送信電力（値）であってもよい。
【０１０２】
　図１０に示すように、ステップＳ１０において、ｅＮＢ２００は、判定基準の情報をＵ
Ｅ１００へ送ってもよい。ｅＮＢ２００は、ユニキャスト（例えば、ＲＲＣ再接続設定メ
ッセージ）によりＵＥ１００に個別に判定基準の情報を通知してもよい。ｅＮＢ２００は
、ブロードキャスト（例えば、ＳＩＢ：Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏ
ｃｋ）によりＵＥ１００Ａに判定基準の情報を通知してもよい。
【０１０３】
　判定基準の情報は、第１の判定基準に関するパラメータ（第１閾値パラメータ（のセッ
ト））を含んでいてもよい。第１の判定基準は、第１の制御を実行可能なエリアを判定す
るために用いられる。第１の判定基準は、セル（ｅＮＢ２００）からの無線信号（ＤＬ信
号）の受信レベルとＵＥ１００の送信レベルとの少なくとも一方により規定される。
【０１０４】
　ＵＥ１００は、セル（ｅＮＢ２００）からの無線信号の受信レベルを測定する。ＵＥ１
００は、測定結果（受信レベル）が第１の判定基準を満たすか否かを判定できる。ＵＥ１
００は、ＵＥ１００の送信電力値（送信レベル）が第１の判定基準を満たすか否かを判定
できる。ＵＥ１００は、受信レベルと送信レベルとが第１の判定基準を満たすか否かを判
定できる。
【０１０５】
　第１の判定基準は、例えば、ＤＬ信号の受信電力（ＲＳＲＰ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓ
ｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）に関する基準であってもよい。第１の判定
基準は、ＤＬ信号の受信品質（ＲＳＲＱ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅ
ｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ）に関する基準であってもよい。第１の判定基準は、ＤＬ信号
に基づくＲＳ－ＳＩＮＲ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｉｎｔｅ
ｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）であってもよい。ＲＳ－ＳＩＮＲは、参照
信号と干渉信号（干渉ノイズ）との比（参照信号／干渉信号）である。
【０１０６】
　第１の判定基準は、例えば、上りリンクにおける送信電力に関する基準であってもよい
。第１の判定基準は、例えば、サイドリンクにおける送信電力に関する基準であってもよ
い。
【０１０７】
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　第１判定基準は、受信レベルと送信レベルとの両方により規定されてもよい。例えば、
第１の判定基準は、セルのカバレッジエリアを判定するためのＳ基準（Ｓ－ｃｒｉｔｅｒ
ｉａ）であってもよい。
【０１０８】
　判定基準の情報は、第２の判定基準に関するパラメータ（第２閾値パラメータ（のセッ
ト））を含んでいてもよい。第２の判定基準は、第２の制御を実行可能なエリアを判定す
るために用いられる。第２の判定基準は、ＤＬ信号の受信レベルとＵＥ１００の送信レベ
ルとの少なくとも一方により規定される。ＵＥ１００は、測定結果（受信レベル）が第２
の判定基準を満たすか否かを判定する。第２の判定基準は、Ｓ基準とは異なる基準である
。
【０１０９】
　第２閾値パラメータは、第１閾値パラメータと同じ種類のパラメータであってもよい。
第２閾値パラメータは、第１閾値パラメータと異なる種類のパラメータであってもよい。
【０１１０】
　ＵＥ１００は、判定基準の情報を予め保持していてもよい。
【０１１１】
　ステップＳ２０において、ＵＥ１００は、第１の制御、第２の制御及び第３の制御のう
ち、いずれの制御を実行するか判定する。ＵＥ１００は、例えば、以下の方法により判定
する。
【０１１２】
　第１の方法では、ＵＥ１００は、判定基準の情報に基づいて判定する。
【０１１３】
　ＵＥ１００は、例えば、第１の判定基準を満たす場合、第１の制御を実行可能と判定す
る。従って、ＵＥ１００は、第１の判定基準に基づく第１のカバレッジ（Ｆｉｒｓｔ　ｃ
ｏｖｅｒａｇｅ）内に位置する場合に、第１の制御を実行可能と判定する（図７参照）。
ＵＥ１００は、第１の判定基準に基づく第１のカバレッジ外に位置する場合に、第１の制
御を実行不能と判定する。
【０１１４】
　例えば、ＵＥ１００は、ＤＬ信号の受信レベル（ＲＳＲＰ）が第１閾値以上である場合
、第１の制御を実行可能であると判定する。ＵＥ１００は、ＤＬ信号のＲＳＲＰが第１閾
値未満である場合、第１の制御を実行不能であると判定する。
【０１１５】
　例えば、ＵＥ１００は、上りリンクにおける送信電力（上り送信電力）が第１閾値以上
である場合、第１の制御を実行不能であると判定してもよい。ＵＥ１００は、上り送信電
力が第１閾値未満である場合、第１の制御を実行可能であると判定してもよい。
【０１１６】
　ＵＥ１００は、例えば、第２の判定基準を満たす場合、第２の制御を実行可能と判定す
る。従って、ＵＥ１００は、第２の判定基準に基づく第２のカバレッジ（Ｓｅｃｏｎｄ　
ｃｏｖｅｒａｇｅ）内に位置する場合に、第２の制御を実行可能と判定する（図８参照）
。ＵＥ１００は、第２の判定基準に基づく第２のカバレッジ外に位置する場合に、第２の
制御を実行不能と判定する。
【０１１７】
　例えば、ＵＥ１００は、ＤＬ信号のＲＳＲＰが第２閾値以上である場合、第２の制御を
実行可能であると判定する。ＵＥ１００は、ＤＬ信号のＲＳＲＰが第２閾値未満である場
合、第２の制御を実行不能であると判定する。
【０１１８】
　例えば、ＵＥ１００は、上り送信電力が第２閾値以上である場合、第２の制御を実行可
能であると判定してもよい。ＵＥ１００は、上り送信電力が第２閾値未満である場合、第
２の制御を実行不能であると判定してもよい。
【０１１９】
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　例えば、ＵＥ１００は、サイドリンクにおける送信電力（ＳＬ送信電力）が第２閾値以
上である場合、第２の制御を実行不能であると判定してもよい。ＵＥ１００は、ＳＬ送信
電力が第２閾値未満である場合、第２の制御を実行可能であると判定してもよい。
【０１２０】
　図８に示すように、第２のカバレッジが、第１のカバレッジよりも広くなるように第２
閾値パラメータが設定されてもよい。従って、第２閾値は、第１閾値よりも低い値（又は
大きい値）であってもよい。
【０１２１】
　ＵＥ１００は、第２判定基準を満たし、かつ、第１判定基準を満たさない場合に、第２
の制御を実行すると判定してもよい。従って、ＵＥ１００は、第２判定基準を満たす場合
であっても、第１判定基準を満たす場合、第１の制御を実行すると判定してもよい。
【０１２２】
　ここで、ＵＥ１００は、Ｓ基準を満たさない場合、セルのカバレッジ外（いわゆる、Ｏ
ｕｔ－ｏｆ－ｃｏｖｅｒａｇｅ）に位置する。しかしながら、このケースにおいて、ＵＥ
１００は、第２判定基準を満たす場合で、かつ、リレーＵＥが周囲に存在する場合、中継
拡張カバレッジ内（ｒｅｌａｙ－ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ｉｎ－ｃｏｖｅｒａｇｅ）に位置す
ると判定してもよい。ＵＥ１００は、中継拡張カバレッジ内である場合、第２の制御を実
行すると判定してもよい。ＵＥ１００は、第２判定基準を満たす場合であっても、リレー
ＵＥが周囲に存在しない場合、セルのカバレッジ外に位置すると判定してもよい。この場
合、ＵＥ１００は、第３の制御を実行すると判定する。
【０１２３】
　ＵＥ１００は、第２判定基準の情報（第２閾値パラメータ）をセル（ｅＮＢ２００）か
ら受け取っている場合にのみ、第２の制御を実行可能であると判定してもよい。すなわち
、第２判定基準の情報がｅＮＢ２００の許可を示唆する情報であってもよい。或いは、ｅ
ＮＢ２００は、第２の制御を実行することを許可することを明示的に示す許可情報をＵＥ
１００へ送信してもよい。ＵＥ１００は、許可情報の受信に応じて、第２の制御を実行す
ることをｅＮＢ２００から許可されたと判定してもよい。
【０１２４】
　ＵＥ１００は、第１判定基準及び第２判定基準を満たさない場合、第３の制御を実行す
ると判定してもよい。
【０１２５】
　第２の方法では、ＵＥ１００は、ＰｒｏＳｅ中継に用いられる無線リソースの情報をセ
ル（ｅＮＢ２００）から直接受け取った場合に、第２の制御を実行すると判定する。
【０１２６】
　ＵＥ１００は、例えば、無線リソースの情報を含むＳＩＢ（例えば、ＳＩＢ１８及び／
又はＳＩＢ１９）の受信に成功した場合に、第２の制御を実行すると判定する。ＵＥ１０
０は、Ｓ基準を満たさない場合で、かつ、ＳＩＢの受信に成功した場合に、第２の制御を
実行すると判定してもよい。
【０１２７】
　第１の方法及び／又は第２の方法により、ＵＥ１００は、第１の制御、第２の制御及び
第３の制御のうち、実行可能な制御を実行することができる。ＵＥ１００Ａは、後述する
ように、第１の制御よりも第２の制御を優先的に実行してもよい。
【０１２８】
　（３）判定後の動作
　（Ａ）第１の制御
　ＵＥ１００は、第１の制御を実行すると判定した場合、ｅＮＢ２００（セル）との接続
を確立するための動作を実行できる。すなわち、ＵＥ１００は、ｅＮＢ２００との間に、
上りリンクベアラ（ＵＬベアラ）と、下りリンクベアラ（ＤＬベアラ）とを確立してもよ
い。その後、ＵＥ１００は、第１の制御を実行できる。
【０１２９】
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　ＵＥ１００は、上りリンク情報をｅＮＢ２００へ送らない場合、ＲＲＣ接続を確立しな
くてもよい。ＵＥ１００は、ＲＲＣアイドル状態において、下りリンク情報をｅＮＢ２０
０（セル）から受け取ってもよい。
【０１３０】
　（Ｂ）第２の制御
　ＵＥ１００Ｂは、第２の制御を実行すると判定した場合、リレーＵＥを探索するための
動作を開始できる。ＵＥ１００Ｂは、上りリンク情報をｅＮＢ２００へ送る必要がある場
合に、当該動作を開始してもよい。例えば、ＵＥ１００Ｂは、送信データが発生した場合
（例えば、上位レイヤから送信データを受け取った場合）に、当該動作を開始してもよい
。ＵＥ１００Ｂは、下りリンク情報をｅＮＢ２００から受け取る必要がある場合に、当該
動作を開始してもよい。例えば、ＵＥ１００Ｂは、基地局からページングメッセージを受
信した場合に、当該動作を開始してもよい。
【０１３１】
　ＵＥ１００Ｂは、第２の制御を実行すると判定した場合、第２の制御を開始する前に、
以下の動作パターンのいずれかを実行できる。
【０１３２】
　（Ｂ１）動作パターン１
　動作パターン１について、図１１（及び図８）を用いて説明する。図１１は、動作パタ
ーン１を説明するためのシーケンス図である。
【０１３３】
　図１１に示すように、ステップＳ１１０において、ＵＥ１００Ｂは、サイドリンク信号
を送信する。サイドリンク信号は、ディスカバリ信号又はコミュニケーション信号であっ
てもよい。ディスカバリ信号は、応答を必要とする信号（ｓｏｌｉｃｉｔａｔｉｏｎ信号
）であってもよいし、応答を必要としない信号であってもよい。
【０１３４】
　サイドリンク信号は、ＵＥ１００Ｂが上りリンク情報のみの中継を希望することをリレ
ーＵＥへ伝えるための中継情報を含んでいてもよい。中継情報は、中継が一方向（Ｕｎｉ
－ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ：ＵＬ送信）のみであることを示す情報であってもよい。中継情報
は、上りリンク及び下りリンクの両方の中継を希望するか否かを示す情報であってもよい
。ＵＥ１００Ａは、中継情報が上りリンク及び下りリンクの両方の中継を希望しないこと
を示す場合、ＵＥ１００Ｂが上りリンク情報のみの中継を希望すると判定してもよい。
【０１３５】
　サイドリンク信号は、下りリンク情報の送信元になるセルの識別子を含んでいてもよい
。セルの識別子は、ドナーｅＮＢ（セル）を指定するための情報であってもよい。ＵＥ１
００Ｂは、例えば、第２判定基準を満たす無線信号の送信元のセルの識別子をサイドリン
ク信号に含めてもよい。
【０１３６】
　セルの識別子は、制御信号（例えば、ＳＩＢ）の送信元のセルの識別子であってもよい
。従って、セルの識別子は、サイドリンク信号の送受信を許可（設定）しているセルの識
別子であってもよい。ＵＥ１００は、セル（ｅＮＢ２００）との接続を既に確立している
（すなわち、ＲＲＣ接続状態である）場合、接続先のセルの識別子であってもよい。
【０１３７】
　ＵＥ１００Ａは、サイドリンク信号を受信する。ＵＥ１００Ａは、サイドリンク信号に
含まれる中継情報に基づいて、ＵＥ１００Ｂが上りリンク情報のみの中継を希望すること
を把握してもよい。
【０１３８】
　ＵＥ１００Ａは、サイドリンク信号に含まれるセルの識別子が、ＵＥ１００Ａが在圏す
る在圏セルを示すか否かを判定してもよい。在圏セルは、ＵＥ１００Ａが接続するセル又
はＵＥ１００Ａがキャンプするセルである。
【０１３９】
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　ＵＥ１００Ａは、セルの識別子が在圏セルを示す場合、ＰｒｏＳｅ中継を実行可能であ
ると判定してもよい。ＵＥ１００Ａは、セルの識別子が在圏セルを示さない場合、Ｐｒｏ
Ｓｅ中継が実行不能であると判定してもよい。
【０１４０】
　ＵＥ１００Ａは、セルの識別子が在圏セルを示さない場合、セルの識別子により示され
るセルと接続するための動作を開始してもよい。ＵＥ１００Ａは、セルの識別子により示
されるセルと接続するためのハンドオーバをｅＮＢに要求してもよい。ＵＥ１００Ａは、
ハンドオーバに成功した場合に、ＰｒｏＳｅ中継が可能であると判定してもよい。すなわ
ち、ＵＥ１００Ａは、セルの識別子により示されるセルとＵｕ接続を確立した場合に、Ｐ
ｒｏＳｅ中継が可能であると判定してもよい。
【０１４１】
　ＵＥ１００Ａは、セルの識別子が在圏セルを示さない場合、セルサーチを開始してもよ
い。ＵＥ１００Ａは、セルサーチに基づいて、セルの識別子が示すセルを発見（選択）し
てもよい。ＵＥ１００Ａは、当該セルを発見した場合、ＰｒｏＳｅ中継が可能であると判
定してもよい。
【０１４２】
　ステップＳ１２０において、ＵＥ１００Ａは、サイドリンク信号に対する応答（サイド
リンク信号）を送信する。ＵＥ１００Ｂは、サイドリンク信号に対する応答を受信する。
【０１４３】
　ＵＥ１００Ａは、ＰｒｏＳｅ中継が実行可能である場合に、応答を送信してもよい。Ｕ
Ｅ１００Ａは、ＰｒｏＳｅ中継が実行不能である場合、拒否を示す応答を送信してもおい
。
【０１４４】
　ステップＳ１３０において、ＵＥ１００Ａ、ＵＥ１００Ｂ、及びｅＮＢ２００は、接続
を確立する。
【０１４５】
　ＵＥ１００ＡとＵＥ１００Ｂとは、１対１通信のための接続を確立する。ＵＥ１００Ａ
は、ＰｒｏＳｅ中継のための接続をｅＮＢ２００と開始してもよい。
【０１４６】
　ここで、上りリンク情報をｅＮＢ２００へ送るためのベアラ（ＵＬベアラ）が確立され
てもよい。ＵＬベアラは、ＵＥ１００Ａを経由するベアラである。ＵＬベアラは、下りリ
ンク情報をｅＮＢ２００から受け取るためのベアラ（ＤＬベアラ）と異なるベアラであっ
てもよい。
【０１４７】
　ＵＬベアラ及びＤＬベアラは、サブベアラであってもよい。ＵＬベアラ及びＤＬベアラ
は、ＵＥ１００ＢとｅＮＢ２００との間の無線ベアラにマッピングされてもよい。ＵＬベ
アラ及びＤＬベアラは、ＵＥ１００ＢとＰＧＷ（（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ　Ｇａｔｅｗａｙ））との間のＥＰＳベアラにマッピングされてもよい。
【０１４８】
　その後、ＵＥ１００Ｂは、第２の制御を実行できる。
【０１４９】
　以上により、ＵＥ１００Ｂは、上りリンク情報の送信先と下りリンク情報の送信元との
セル（ｅＮＢ２００）を一致させることができる。これにより、複雑な制御をせずに、第
２の動作を実行できる。
【０１５０】
　（Ｂ２）動作パターン２
　動作パターン２について、図１２（及び図８）を用いて説明する。図１２は、動作パタ
ーン２を説明するためのシーケンス図である。
【０１５１】
　図１２に示すように、ステップＳ２１０において、ＵＥ１００Ａは、サイドリンク信号
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を送信する。サイドリンク信号は、リモートＵＥを発見するためのディスカバリ信号であ
る。
【０１５２】
　サイドリンク信号は、当該サイドリンク信号の送信元であるＵＥ１００Ａが在圏するセ
ルの識別子を含んでもよい。セルの識別子は、ドナーｅＮＢ（セル）を指定するための情
報であってもよい。
【０１５３】
　ＵＥ１００Ｂは、サイドリンク信号を受信する。ＵＥ１００Ｂは、サイドリンク信号の
受信に応じて、ステップＳ２２０の処理を開始してもよい。
【０１５４】
　ＵＥ１００Ｂは、セルの識別子が下りリンク情報の送信元になるセル（所定セル）を示
す場合に、第２の制御が実行可能であると判定してもよい。ＵＥ１００Ｂは、セルの識別
子が所定セルを示さない場合、第２の制御が実行不能であると判定してもよい。
【０１５５】
　ＵＥ１００Ｂは、セルの識別子が所定セルを示さない場合、セルの識別子が示すＵＥ１
００Ａの在圏セルから下りリンク情報を受信するための動作を実行してもよい。すなわち
、ＵＥ１００Ｂは、セルの識別子が示す在圏セルから下りリンク情報を受信するために内
部処理を切り替えてもよい。従って、ＵＥ１００Ｂは、セルの識別子が示す在圏セルを発
見するためのセルサーチを開始してもよい。ＵＥ１００Ｂは、在圏セルを発見した場合に
、第２の制御が実行可能であると判定してもよい。ＵＥ１００Ｂは、発見した在圏セルか
らの無線信号の受信レベルが閾値以上である場合（例えば、第２の判定基準が満たされる
場合）、第２の制御が実行可能であると判定してもよい。
【０１５６】
　ＵＥ１００Ｂは、第２の制御が実行可能である場合に、ステップＳ２２０の処理を開始
してもよい。
【０１５７】
　ＵＥ１００Ｂは、第２の制御が実行不能である場合、所定セルに在圏する新たなリレー
ＵＥを発見するためにサイドリンク信号の受信（又は送信）を実行してもよい。或いは、
ＵＥ１００Ｂは、第３の制御を実行するために、ＵＥ１００Ａと既存のＰｒｏＳｅ中継を
実行するための接続（１体１通信のための接続）を確立してもよい。
【０１５８】
　ステップＳ２２０は、ステップＳ１３０に対応する。
【０１５９】
　（Ｃ）第３の制御
　ＵＥ１００Ｃは、第３の制御を実行すると判定した場合、第２の制御と同様にリレーＵ
Ｅを探索するための動作を開始できる。
【０１６０】
　ＵＥ１００Ｃは、サイドリンク信号に中継情報を含める必要はない。ＵＥ１００Ｃは、
サイドリンク信号にセルの識別子を含める必要はない。
【０１６１】
　図９に示すように、リレーＵＥとして、ＵＥ１００Ａを発見したＵＥ１００Ｃは、ＵＥ
１００Ａと１対１通信のための接続を確立する。ＵＥ１００Ａは、ＰｒｏＳｅ中継のため
の接続をｅＮＢ２００と開始する。その後、ＵＥ１００Ｃは、第３の制御を実行できる。
【０１６２】
　以上により、ＵＥ１００Ｂは、セルからの無線信号の受信レベルと前記無線端末の送信
レベルとの少なくとも一方に基づいて、第１の制御、第２の制御及び第３の制御をのうち
、いずれかの制御を実行できる。例えば、ＵＥ１００Ｂは、Ｓ基準が満たされない場合で
あっても、下りリンク情報をｅＮＢ２００から直接受け取ることができる場合には、第２
の制御を実行することができる。従って、ネットワークカバレッジの拡張（すなわち、カ
バレッジホールの低減）することができる。



(22) JP WO2017/195824 A1 2017.11.16

10

20

30

40

50

【０１６３】
　第２の制御が実行される場合、ＵＥ１００Ａは、上りリンク情報のみを中継すればよい
ため、ＵＥ１００Ａの中継処理の負荷を低減できる。ＵＥ１００Ｂは、第１の制御が実行
できない場合であっても、第３の制御の代わりに、第２の制御を実行することにより、Ｕ
Ｅ１００Ａの中継処理の負荷を低減できる。
【０１６４】
　［第２実施形態］
　第２実施形態について、図１３を用いて説明する。図１３は、第２実施形態の動作を説
明するためのシーケンス図である。
【０１６５】
　図１３に示すように、ステップＳ３１０において、ＵＥ１００は、ＵＥ１００が第２の
制御を好むことを示す通知（インディケーション）をｅＮＢ２００へ送ることができる。
当該通知は、ネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ３００）を介してｅＮＢ２００へ送られ
てもよい。例えば、ＵＥ１００は、ネットワークにアタッチした際に、通知をネットワー
ク装置へ送ることができる。
【０１６６】
　ＵＥ１００は、消費電力を低減するための省電力モードを実行する場合に、通知をｅＮ
Ｂ２００へ送ってもよい。ＵＥ１００は、バッテリ残量が閾値を下回った場合に、通知を
ｅＮＢ２００へ送ってもよい。
【０１６７】
　通知は、ＵＥ１００が消費電力削減を好むことを示す情報であってもよい。例えば、通
知は、ＵＥ１００が人が介在しない通信であるマシンタイプコミュニケーション（ＭＴＣ
：Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔｙｐｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）用の通信装置であることを
示す情報であってもよい。通知は、ＵＥ１００がウェアラブルＵＥ（ユーザが着用可能な
通信装置）であることを示す情報であってもよい。通知は、第２の制御の許可を要求する
ための情報であってもよい。通知は、第２の制御を実行する（又は実行している）ことを
示す情報であってもよい。
【０１６８】
　ステップＳ３２０において、ｅＮＢ２００は、第２の制御を実行するための設定情報を
ＵＥ１００へ送ってもよい。ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００からの通知に応じて、設定情報
をＵＥ１００へ送ってもよい。
【０１６９】
　設定情報は、第２の制御の実行を許可することを示す情報を含んでいてもよい。設定情
報は、第２の制御を実行可能か否かを判定するための判定基準（第２の判定基準）の情報
を含んでいてもよい。設定情報は、第２の制御を第１の制御よりも優先的に実行するため
の制御情報を含んでいてもよい。
【０１７０】
　ステップＳ３３０において、ＵＥ１００は、第２の制御を開始する。
【０１７１】
　ＵＥ１００は、ｅＮＢ２００からの設定情報に基づいて、第２の制御を開始してもよい
。ＵＥ１００は、判定基準（第２の判定基準）が満たされた場合に、第２の制御を実行し
てもよい。
【０１７２】
　ＵＥ１００は、ｅＮＢ２００からの設定情報を受信せずに、第２の制御を実行してもよ
い。この場合、ＵＥ１００は、第２の制御を実行する（又は実行している）ことを示す情
報をｅＮＢ２００へ送ることができる。
【０１７３】
　ＵＥ１００は、第２の制御を第１の制御よりも優先的に実行してもよい。例えば、ＵＥ
１００は、省電力モードを実行する場合に、第２の制御を第１の制御よりも優先的に実行
してもよい。ＵＥ１００は、バッテリ残量が閾値を下回った場合に、第２の制御を第１の
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【０１７４】
　ＵＥ１００は、設定情報に基づいて、第２の制御を第１の制御よりも優先的に実行して
もよい。例えば、設定情報がバッテリ残量と比較される閾値を含む場合、ＵＥ１００は、
バッテリ残量が当該閾値を下回った場合に、第２の制御を第１の制御よりも優先的に実行
してもよい。
【０１７５】
　ＵＥ１００は、第２の制御を第１の制御よりも優先的に実行することにより、上りリン
ク情報の送信電力を低減することができるため、消費電力を低減することができる。
【０１７６】
　［その他の実施形態］
　上述した各実施形態によって、本出願の内容を説明したが、この開示の一部をなす論述
及び図面は、本出願の内容を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当
業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【０１７７】
　上述において、ＵＥ１００は、以下のように、実行可能な制御を判定してもよい。
【０１７８】
　例えば、ＵＥ１００は、Ｓ基準に基づいて、優先すべき制御を判定してもよい。例えば
、標準のカバレッジ（ｎｏｒｍａｌ　ｃｏｖｅｒａｇｅ）におけるＳ基準を満たさず、か
つ、拡張されたカバレッジ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｃｏｖｅｒａｇｅ）におけるＳ基準を満
たす場合に、ＵＥ１００は、第２の制御を実行してもよい。すなわち、ＵＥ１００は、標
準のカバレッジ内に位置しないが、拡張されたカバレッジ内に位置する場合に、第２制御
を第１の制御よりも優先してもよい。或いは、ＵＥ１００は、標準のカバレッジにおける
Ｓ基準を満たさず、かつ、拡張されたカバレッジにおけるＳ基準を満たす場合に、第１の
制御及び第２の制御よりも、第３の制御を優先してもよい。
【０１７９】
　ＵＥ１００は、第２の判定基準として、Ｓ基準において用いられる送信レベルの補正項
（Pcompensation）を０にしたものを用いてもよい。
【０１８０】
　以下の式（１）が満たされる場合に、Ｓ基準が満たされる。
【０１８１】
　　Srxlev > 0  AND  Squal > 0　・・・式（１）
【０１８２】
　Srxlev及びSqualは、以下の式により算出される。
【０１８３】
　　Srxlev = Qrxlevmeas - (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) - Pcompensation - Qoffse
ttemp
　　Squal = Qqualmeas - (Qqualmin + Qqualminoffset) - Qoffsettemp
【０１８４】
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【表１】

【０１８５】
　ＵＥ１００は、拡張されたカバレッジ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｃｏｖｅｒａｇｅ）におけ
るＳ基準を満たすか否かを判定するために、Qrxlevminとして特定のQrxlevmin（Qrxlevmi
n_CE）を使用し、Qqualminとして特定のQqualmin（Qqualmin_CE）を使用する。
【０１８６】
　拡張されたカバレッジは、ＭＴＣ用のＵＥ／ＮＢ－ＩｏＴ（ＮａｒｒｏｗＢａｎｄ　Ｉ
ｎｔｅｒｎｅｔ　ｏｆ　Ｔｈｉｎｇｓ）用のＵＥのために規定されたカバレッジである。
拡張されたカバレッジが、標準のカバレッジよりも広くなるように、パラメータが設定さ
れている。
【０１８７】
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　判定基準は、無線リンク障害を検知するための基準であってもよい。ＵＥ１００は、例
えば、同期外れ時間・回数の判定値、ランダムアクセス失敗時間・回数の判定値、及び、
ＲＬＣ再送失敗回数の判定値の少なくともいずれかを用いて、実行可能な制御を判定して
もよい。
【０１８８】
　例えば、ＵＥ１００は、無線リンク障害を検知する基準を満たさない場合、第１の制御
を実行すると判定してもよい。ＵＥ１００は、無線リンク障害を検知する基準を満たす場
合、第３の制御を実行すると判定してもよい。ＵＥ１００は、無線リンク障害を検知する
基準（例えば、ランダムアクセス失敗時間・回数の判定値、及び、ＲＬＣ再送失敗回数の
判定値の少なくとも一方）を満たし、かつ、第２の判定基準に基づく第２のカバレッジ（
Ｓｅｃｏｎｄ　ｃｏｖｅｒａｇｅ）内に位置する場合に、第２の制御を実行すると判定し
てもよい。
【０１８９】
　上述において、第２の制御では、ｅＮＢ２００は、下りリンク情報として制御情報のみ
を送ってもよい。従って、第２の制御では、ｅＮＢ２００は、制御情報のみをＵＥ１００
Ｂへ直接送る。ＵＥ１００Ｂは、制御情報のみをｅＮＢ２００（セル）から直接受け取っ
てもよい。一方、第２の制御において、ｅＮＢ２００は、ユーザデータをＵＥ１００Ａを
介してＵＥ１００Ｂへ送ってもよい。ＵＥ１００Ｂは、ＵＥ１００Ａを介してユーザデー
タをセルから受け取ってもよい。
【０１９０】
　上述した各実施形態に係る動作は、適宜組み合わせて実行されてもよい。上述した各シ
ーケンスにおいて、必ずしも全ての動作が必須の構成ではない。例えば、各シーケンスに
おいて、一部の動作のみが実行されてもよい。
【０１９１】
　上述した各実施形態では特に触れていないが、上述した各ノード（ＵＥ１００、ｅＮＢ
２００など）のいずれかが行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供され
てもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピ
ュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが
可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性
の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例
えば、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭ等の記録媒体であってもよい。
【０１９２】
　ＵＥ１００及びｅＮＢ２００のいずれかが行う各処理を実行するためのプログラムを記
憶するメモリ及びメモリに記憶されたプログラムを実行するプロセッサ）によって構成さ
れるチップが提供されてもよい。
【０１９３】
　上述した実施形態では、移動通信システムの一例としてＬＴＥシステムを説明したが、
ＬＴＥシステムに限定されるものではなく、ＬＴＥシステム以外のシステムに本出願に係
る内容を適用してもよい。
【０１９４】
　［付記］
　この付記では、リモートＵＥに焦点を当てて、カバレッジシナリオについて考察する。
【０１９５】
　（１）考察
　ＵＥは、Ｓ基準（S-criteria）が満たされた場合、Ｕｕに関して「カバレッジ内（in-c
overage）」とみなせる（上述の式（１）及び表１参照）。
【０１９６】
　セルに関して通常カバレッジにおけるセル選択基準Ｓが満たされない場合で、拡張され
たカバレッジのためのセル選択基準Ｓを満たす場合には、ＵＥは、自身が拡張されたカバ
レッジにいるとみなすべきであり、ＵＥは、Qrxlevminとして、カバレッジ固有値Qrxlevm
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適用する。
【０１９７】
　拡張されたカバレッジ内のＵＥに関して、カバレッジ固有値Qrxlevmin_CE及びQqualmin
_CEは、拡張されたカバレッジにおける適合性チェックに対してのみ適用される（すなわ
ち、測定及び再選択の閾値には使用されない）。
【０１９８】
　上述のPcompensation及びPPowerClassから分かるように、ＲＳＲＰの評価のために、Sr
xlevは、PPowerClassの関数として規定される。
【０１９９】
　見解１：「カバレッジ内」の評価は、ＵＥ電力クラスの影響を受ける。
【０２００】
　他のカテゴリ、例えば、通常ＵＥ、すなわち、クラス３に関しては、典型的には２３ｄ
Ｂｍであるのに対し、新たなＵＥ電力クラス、すなわち、最大出力電力として２０ｄＢｍ
が許可されるクラス５が規定された。つまり、クラス３とクラス５との間で、標準のカバ
レッジは、３ｄＢ異なる可能性があり、このカバレッジギャップが、ＣＥモード、すなわ
ち、Qrxlevmin_CE及びQqualmin_CEにより補償されてもよい。これは、「リレーＵＥが、
ｅＮＢとのＵｕ接続を有し、リモートＵＥが拡張カバレッジにいることができる」と合意
されたシナリオである。
【０２０１】
　見解２：拡張されたカバレッジは、カバレッジ固有値により制御されてもよい一方で、
標準のカバレッジは、ＵＥ電力クラス（クラス３とクラス５との）間で３ｄＢ異なる可能
性がある。
【０２０２】
　米国仮出願第６２／３３５９１３号（２０１６年５月１３日出願）の全内容が、参照に
より、本願明細書に組み込まれている。
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